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■平成31年度道路関係予算総括
（単位：億円）

事業費 対前年度比 国　費 対前年度比

15,718 1.01 15,718 1.01

10,728 1.00 10,728 1.00

3,811 1.04 3,811 1.04

1,179 1.02 1,179 1.02

3,445 2.11 1,965 2.02

1,995 1.47 1,106 1.46

380 3.23 213 3.29

162 1.04 108 1.04

909 皆増 490 皆増

－ － 48 0.97

24,879 1.02 175 1.24

44,043 1.06 17,858 1.07

544 皆増 290 皆増

43 － 26 －

44,630 1.05 18,173 1.05

（臨時・特別の措置を含む場合）

1,489 皆増 1,489 皆増

45,532 1.09 19,346 1.16

防災・安全交付金（無電柱化推進計画支援事業）

補 助 率 差 額

有 料 道 路 事 業 等

小　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　（①）

社会資本整備総合交付金（交通拠点連携集中支援事業（国債義務額等））

小　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　 　　（①+②）

合 計

防災・減災、国土強靱化のための緊急対策     （②）

事 項

直 轄 事 業

改 築 そ の 他

維 持 修 繕

諸 費 等

補 助 事 業

地 域 高 規 格 道 路 、 IC 等 ア ク セ ス 道 路 そ の 他

大 規 模 修 繕 ・ 更 新

除 雪

連 続 立 体 交 差 事 業

※補助事業 国費1,965億円には、個別補助制度創設等に伴う社会資本整備総合交付金からの移行分 国費970億円を含む。
含まない場合、補助事業 国費995億円[対前年度比1.02]である。

※この他に、防災・安全交付金（国費13,173億円[対前年度比1.18]（臨時・特別の措置を除く場合 国費10,406億円[対前年度比0.94]））、社
会資本整備総合交付金（国費8,713億円[対前年度比0.98]（臨時・特別の措置を除く場合 国費8,364億円[対前年度比0.94]））があり、地方
の要望に応じて道路整備に充てることができる。上記には、防災・安全交付金（無電柱化推進計画支援事業）及び社会資本整備総合交付金
（交通拠点連携集中支援事業（国債義務額等））を含む。

※この他に、東日本大震災からの復旧・復興対策事業（国費1,744億円[対前年度比0.83]）がある。 また、東日本大震災からの復旧・復興対
策事業として社会資本整備総合交付金（国費1,226億円[対前年度比1.28]）があり、地方の要望に応じて道路整備に充てることができる。

注１．上記の他に、行政部費（国費9億円）がある。
注２．直轄事業の国費には、地方公共団体の直轄事業負担金（3,093億円（臨時・特別の措置を除く場合 2,957億円））を含む。
注３．四捨五入の関係で、各計数の和が一致しないところがある。

[参考]公共事業関係費
（国費）通常分(A)：60,596億円（対前年度比1.01）、臨時・特別の措置(B)：8,503億円（皆増） 計(A+B) 69,099億円（対前年度比1.16）
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■公共事業関係費（政府全体）の推移

（年度）平成

（兆円）

8.8

減額補正

（執行停止分）

（
補
正
）

（
当
初
）

・・・・

・・・・

当初予算における
直轄事業負担金等

・消費増税

（5％→8％）【H26】

・労務単価の上昇

（H31/H24 ＋約5割）【H25～H31】

0.6

※本表は、予算ベースである。
※平成21年度は、平成20年度で特別会計に直入されていた 「地方道路整備臨時交付金」相当額（0.7兆円）が一般会計計上に切り替わった
ため、見かけ上は前年度よりも増加（＋5.0％）しているが、 この特殊要因を除けば6.4兆円（▲5.2％）である。
※平成23年度及び平成24年度については同年度に地域自主戦略交付金へ移行した額を含まない。
※平成25年度は東日本大震災復興特別会計繰入れ（356億円）及び国有林野特別会計の一般会計化に伴い計上されることとなった直轄事業負
担金（29億円）を含む。また、これら及び地域自主戦略交付金の廃止という特殊要因を考慮すれば、対前年度+182億円（+0.3％）である。
※平成26年度については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経理上の変更分（これまで同特別会計に計上されていた地方公共団体の直
轄事業負担金等を一般会計に計上）を除いた額（5.4兆円）と、前年度（東日本大震災復興特別会計繰入れ（356億円）を除く。）を比較する
と、前年度比+1,022億円（+1.9％）である。なお、消費税率引き上げの影響を除けば、ほぼ横ばいの水準である。
※この他に、平成23～31年度においては、東日本大震災の被災地の復旧・復興や全国的な防災・減災等のための公共事業費がある。
※臨時・特別の措置等については、地方公共団体の直轄事業負担金等を除いた額である。（地方公共団体の直轄事業負担金等を含んだ臨時・
特別の措置は8,503億円である）

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

臨時･特別の措置
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
改築費 維持修繕費等

(維持修繕、交安、無電等)
※営繕宿舎費、調査費等を除く
※東日本大震災復興・復旧に係る経費を除く
※圏央道（久喜白岡ＪＣＴ～大栄ＪＣＴ）４車化と圏央道（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＪＣＴ）の整備加速については、平成３０年度
より関東地方整備局の予算とは別に、財政投融資を活用している。

事業費（単位：億円）

■関東地方整備局の直轄道路事業予算（当初予算）
〇 近年、圏央道、外環道、中部横断道の開通及び財政投融資の活用に伴い、改築費は減少傾向。

〇 一方、老朽化への対応及び「防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策」の実施等により維

持修繕費等は増加傾向。

H30.4.28開通 中部横断道
（八千穂高原～佐久南）

H30.6.2開通 外環道（千葉県区間）

H29.2.26開通 圏央道（境古河～つくば中央）

H31.3.10開通 中部横断道
（下部温泉早川～六郷）

5



■防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策の概要
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■防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策（道路関係）
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■道路事業における防災・安全交付金の重点配分の概要
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■管内の橋梁の現状

○関東地方整備局が管理する道路橋は3,289橋（溝橋含む）。 ※１

○全体の約32％にあたる約1,040橋が高度経済成長期（1955年～1973年）に建設。

建設後の経過年数内訳

※橋長2m以上対象
(平成30年3月31日現在)

※１ 平成30年3月31日時点

10年未満

162橋

(5%)
10～19年

313橋

(10%)

20～29年

473橋

(14%)

30～39年

660橋

(20%)

40～49年

698橋

(21%)

50年以上

848橋

(26%)

不明

135橋

(4%)

全橋梁
3,289橋

建設年度別の橋梁箇所数の分布
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■管内の橋梁の現状

【20年後】2037年【10年後】2027年

建設後５０年以上の橋梁箇所数の割合

50年超え

50年未満

※橋長2m以上対象
（平成30年3月31日時点）

○20年後には、建設後50年以上経過した割合が67%まで急激に増加。

50年未満 50年超え
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■管内のトンネルの現状

建設年代別のトンネル箇所数の分布建設後の経過年数内訳

全トンネル
83箇所

0
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4

○関東地方整備局が管理する道路トンネルは83箇所（山岳トンネル）。※１

※１ 平成30年3月31日時点

平成29年3月末時点
※山岳トンネル

51年以上

41～50年

31～40年

21～30年

11～20年

10年以下
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■管内のトンネルの現状

建設後５０年以上のトンネル箇所数の割合

【10年後】2026年 【20年後】2036年

○20年後には、建設後50年以上経過した割合が70％まで増加。
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社会資本整備審議会道路分科会 第１回道路メンテナンス技術小委員会資料より

■メンテナンスサイクルの構築、推進

○平成24年12月に中央自動車道笹子トンネルにて天井板落下事故が発生。
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■メンテナンスサイクルの構築、推進

○道路のメンテナンスサイクルの構築、推進に向けた国土交通省の動き

15



■メンテナンスサイクルの構築、推進

教育・研修の充実

状況把握・課題解決
情報共有

道路メンテナンス年報

データベース

道路メンテナンス会議等

○メンテナンスサイクルは、「点検→診断→措置→記録」で構成され道路管理者の
責任であることを認識し推進。

○メンテナンスサイクルを持続的に回すために、支援方策の確立。

実務者研修

結果の見える化
国民の理解の推進

確実な記録保存
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■メンテナンスサイクルの構築、推進

○メンテナンスサイクルのうち「点検」と「診断」の概要は次のとおり。
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■メンテナンスサイクルの構築、推進

橋梁補修工事で設置した足場を橋梁点検にも
利用することで、足場と規制帯の費用を縮
減。現道交通規制日数も短縮。

吊り足場設置が必要となる橋梁において、移
動足場（ラック足場）を採用することで、橋
梁点検における足場のコストを縮減。

○橋梁等の道路構造物は全ての施設を５年に１回点検する計画を定めている。

○道路構造物がおかれている条件等に即した点検方法を採用している。

○橋梁等の道路構造物の点検は規模や架橋条件等を考慮し、補修工事の足場の活
用，移動足場を有する点検車の活用等により効率化とコスト縮減を図っている。
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■メンテナンスサイクルの構築、推進

橋も健全であるためには適切な
点検・補修を継続することが重要

○道路構造物を予防保全型の管理へ転換を図り、道路構造物の長寿命化を図る。

○個別施設計画に基づき、計画的に点検・修繕を実施し、ライフサイクルコストの
縮減と維持管理費の平準化を図る。

○個別施設計画は最新の点検結果等に基づき毎年度更新する。

定期点検

カルテ作成 予防保全（補修工事） 19



■メンテナンスサイクルの構築、推進

橋梁点検調書

全国道路橋データベース

橋梁管理カルテ

○メンテナンスサイクルを回していくためには、点検・診断及び修繕した内容を記
録し、次の点検や修繕へ反映することが重要。

○点検要領で定められた点検調書に加えて、諸元、過去の点検記録や修繕記録等を
まとめたカルテを作成。

○記録の効率化を図るためデータベースへ諸元、点検・修繕記録を保存。

20



■メンテナンスへの理解の促進

○道路インフラや老朽化対策の現状を理解してもらうため、全道路管理者の点検の
実施状況や結果等をとりまとめ、「道路メンテナンス年報」として公表。

道路メンテナンス年報
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■定期点検一巡目の実施状況

○平成26年度以降5年間（一巡目）の点検の実施は概ね完了。（橋梁で99.9%、トン
ネルで99.5%％、 道路附属物等で99.7%）

22

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数（平成26～30年度の間に
撤去された施設や、上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

平成26～30年度の点検実施状況

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

橋梁
(717,391)

トンネル
(10,718)

道路付属物等
(39,873)

9%

13%

15%

19%

16%

21%

27%

18%

21%

27%

24%

20%

18%

27%

22%

99.9%

99.5%

99.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実績

実績

実績



■定期点検（一巡目）における判定区分の状況
○全国の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ

）が10%（約68,400橋）、緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が0.1%（約7
00橋）となっている。

23

41%

2%

32%

49%

56%

52%

10%

41%

15%

0.1%

0.6%

0.08%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(696,356)

トンネル

(10,499)

道路附属物等

(37,293)

橋梁･トンネル･道路附属物等の判定区分の割合（全道路管理者合計）

※（ ）内は、平成30年度末時点管理施設のうち点検の対象となる
施設数（平成３０年度末時点で診断中の施設を除く）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

1.0%

0.1%53%

（716,466）

（10,645）

（39,678）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ



■措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳ）

24

○全国の橋梁において、次回点検までに措置を講ずべき橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のうち修繕に
着手した割合は、国土交通省管理で53%、地方公共団体管理で20%。また修繕が完了した割合
は、国土交通省管理で18%、地方公共団体管理で12%。（修繕未着手は、国土交通省管理で約
0.2万橋、地方公共団体管理で約5.0万橋）

○地方公共団体の管理橋について、H30末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定して
いるペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の5年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

管理者
修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕着手済み
施設数（Ｂ）

修繕未着手
施設数

修繕着手率（B/A）完了率(C/A)
点検
年度うち完了（C）

国土交通省 3,427
1,811
(53%)

617
(18%)

1,616
(47%)

H26

H27

H28

H29

H30

高速道路
会社

2,647
846

(32%)
457

(17%)
1,801
(68%)

H26

H27

H28

H29

H30

地方
公共団体

62,977
12,700
(20%)

7,430
(12%)

50,277
(80%)

H26

H27

H28

H29

H30

都道府県
政令市等

20,586
4,889
(24%)

2,684
(13%)

15,697
(76%)

H26

H27

H28

H29

H30

市区町村 42,391
7,811
(18%)

4,746
(11%)

34,580
(82%)

H26

H27

H28

H29

H30

合計 69,051 15,357(22%) 8,504(12%) 53,694(78%)

22%

36%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

橋梁

(69,051)

トンネル

(4,416)

道路附属物等

(6,062)

事後保全型（判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕）

（H26～H30)

12%

22%

12%

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち
、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕
（設計含む）に着手（又は工事が完成）した
割合（H30年度末時点)

修繕完了済 修繕着手済

92%

77%

62%

28%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78%

49%

41%

25%

7%

34%

35%

26%

16%

9%

35%

26%

20%

9%

5%

27%

16%

11%
4%

2%

25%

21%

13%

5%

3%

55%

31%

15%

10%

4%

39%

27%

12%

7%

8%

35%

29%

22%

11%

6%

26%

18%

12%

4%

2%

：Ｈ３０末時点で次回点検までの修繕実施を考慮
した場合に想定されるペース
Ｈ２６点検実施施設（４年経過）：８０％
Ｈ２７点検実施施設（３年経過）：６０％
Ｈ２８点検実施施設（２年経過）：４０％
Ｈ２９点検実施施設（１年経過）：２０％
Ｈ３０点検実施施設（０年経過）： ０％

判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁における修繕着手・完了率



○全国のトンネルにおいて、次回点検までに措置を講ずべきトンネル（判定区分Ⅲ・Ⅳ）のう
ち修繕に着手した割合は、国土交通省管理で64%、地方公共団体管理で24%。また修繕が完了
した割合は、国土交通省管理で37%、地方公共団体管理で13%。（修繕未着手は、国土交通省
管理で186施設、地方公共団体管理で2,429施設）

○地方公共団体の管理トンネルは、H30末時点の点検結果を踏まえた措置の状況は、想定して
いるペース（判定区分Ⅲであれば次回点検の5年以内に修繕を実施）に比べて遅れている。

■措置の状況（判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネル）

25

※平成26～30年度に点検診断済
み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳ
と診断された施設で、修繕（設
計含む）に着手（又は工事が完
成）した割合（H30年度末時点)

判定区分Ⅲ・Ⅳのトンネルにおける修繕着手・完了率

：H30末時点で次回点検までの修繕実施
を考慮した場合に想定されるペース
H26点検実施施設（4年経過）：80％
H27点検実施施設（3年経過）：60％
H28点検実施施設（2年経過）：40％
H29点検実施施設（1年経過）：20％
H30点検実施施設（0年経過）：0％

管理者
修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕着手済み
施設数（Ｂ）

修繕未着手
施設数

修繕着手率（B/A）完了率(C/A)
点検
年度うち完了（C）

国土交通省 521
335

(64%)
194

(37%)
186

(36%)

H26

H27

H28

H29

H30

高速道路
会社

692
495

(72%)
350

(51%)
197

(28%)

H26

H27

H28

H29

H30

地方
公共団体

3,203
774

(24%)
429

(13%)
2,429
(76%)

H26

H27

H28

H29

H30

都道府県
政令市等

2,346
620

(26%)
341

(15%)
1,726
(74%)

H26

H27

H28

H29

H30

市区町村 857
154

(18%)
88

(10%)
703

(82%)

H26

H27

H28

H29

H30

合計 4,416 1,604(36%) 973(22%) 2,812(64%) 修繕完了済 修繕着手済

41%
33%
31%

15%

8%

29%

19%

13%

7%

4%

32%
46%

40%
15%

10%

30%
32%

17%
6%
2%

35%
45%

39%
15%
9%

29%
31%

17%
6%
3%

88%
89%
88%

41%
10%

74%
70%

55%
13%

3%

85%
82%

69%
30%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

73%

51%

24%

6%

4%



■措置の状況（判定区分Ⅱ）
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○ライフサイクルコストの縮減に向け、予防保全型（判定区分Ⅱ）の修繕に移行する必要があ
るものの、現時点では事後保全型（判定区分Ⅲ・Ⅳ） の修繕よりも予防保全型の修繕に着
手した割合は低い状況。

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅱと診断された施設で、修繕（設計含む）に
着手（又は工事が完成）した割合（H30年度末時点)

判定区分Ⅱの橋梁における修繕着手・完了率

3%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

橋梁

(350,506)

トンネル

(5,990)

道路附属物等

(20,945)

予防保全型（判定区分Ⅱの修繕）

（H26～H30）

2%

5%

2%

管理者
修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕着手済み
施設数（Ｂ）

修繕未着手
施設数

修繕着手率（B/A）
完了率(C/A)

うち完了（C）

国土交通省 11,483
2,974
(26%)

918
(8%)

8,509
(74%)

高速道路
会社

18,979
402
(2%)

255
(1%)

18,577
(98%)

地方
公共団体

320,044
6,812
(2%)

4,955
(2%)

313,232
(98%)

都道府県
政令市等

92,862
5,323
(2%)

1,041
(1%)

91,373
(98%)

市区町村 227,182
5,323
(2%)

3,914
(2%)

221,859
(98%)

合計 350,506 10,188(3%) 6,128(2%) 340,318(97%)

26%

2%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

修繕完了済 修繕着手済

8%

1%

2%

1%

2%



背景と改定の方向性

○ 定期点検が一巡（H31年度から2巡目）

○ 定期点検後に第三者の安全に影響を与える変状が発生したり、変状の見落と
しを確認

○ 点検支援技術（写真撮影、非破壊検査等）について、技術開発が進展

診断の質を確保・向上しつつ、

道路管理者が様々な合理化のための工夫ができるよう改定すべき

改定の対象

○ 道路橋定期点検要領(H26.6)

○ 横断歩道橋定期点検要領（H26.6)

○ 道路トンネル定期点検要領(H26.6)

○ シェッド、大型カルバート等定期点検要領（H26.6)

○ 門型標識等定期点検要領（H26.6)

■定期点検要領の改訂について

○定期点検要領の改訂における背景と方向性は次のとおり。
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■定期点検要領の改訂について

①損傷や構造特性に応じた点検対象の絞り込み

②新技術の活用による点検方法の効率化

▲橋梁の損傷写真を
撮影する技術

定期点検（法定点検）の質を確保しつつ、実施内容を合理化

○ 損傷や構造特性に応じた定期点検の着目箇所を特
定化することで点検を合理化

○ 特徴的な損傷について、より適切に健全性の診断
ができるよう、着目箇所や留意事項を充実

○ 近接目視を補完・代替・充実する
技術の活用

▲溝橋 ▲トンネル目地部▲水路ボックス ▲橋脚水中部の
断面欠損

▲シェッド主梁端部
破断

▲トンネルの変状写真を
撮影する技術

▲コンクリートのうき・はく離
を非破壊で検査する技術

▲PC鋼材の突出

※新技術利用のガイドラインや
性能カタログの作成

※積算資料への反映
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■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

◆判定区分

◆平成26～30年度定期点検結果

施設名 全施設数 点検実施施設数
※1,※2

点検結果※3

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

橋梁 3,336 3,283 1,473 1,364 436 0

トンネル 88 85 1 64 17 3

○関東地方整備局における平成26～30年度の橋梁、トンネルの点検結果は、以下の
とおり。

29

※1 平成31年3月31日時点の施設数。
※2 供用後5年以内の橋梁を除いている。
※3 今年度に診断を実施する跨線橋等もあり、点検実施施設数とは整合しない。



■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

○｢道路橋の予防保全に向けた提言｣のうち「技術拠点の整備」として平成21年度に
道路管理課に道路保全企画室を設置し、道路構造物の保全の体制を強化した。

○平成26年度には各国道事務所へ道路構造保全官を配置し、平成31年4月には関東
道路メンテナンスセンターを設置してメンテナンスサイクルの効率的・効果的に
推進するとともに地方自治体への技術支援も強化している。

30



【目的】定期点検の結果の妥当性を確認して、橋梁の健全性を決定する。

【構成】整 備 局：道路保全企画官 ※道路構造保全官

国道事務所：事務所長 ※副所長

技術事務所：事務所長 ※総括構造物維持管理官 ※代理の場合

事 務 局：各国道事務所，技術事務所

コンサルタント：点検担当コンサルタント、診断担当コンサルタント

○道路管理者としての責任の明確化と主観的な判断（思い込み）の排除を目的に、
平成26年度より国道事務所にて橋梁診断判定会議を実施している。

■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

千葉国道事務所 宇都宮国道事務所
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■■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

○関東地方整備局での課題の一つに歩道橋の補修がある。最近では補修部材の落下
等の事例も発生しており、歩道橋の補修方策が喫緊の課題である。

橋面舗装を撤去した状態

落下した補修部材

著しい腐食の横桁

著しい腐食のデッキプレート

デッキプレートの孔食

充填コンクリートが
浸水した雨水により
流出し喪失 32



■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

ＦＲＰ等の
高耐食性の床材

床組の補強

○歩道橋を取り巻く状況から損傷を現状回復だけではなく、維持管理性、耐久性、
耐震性なども併せて向上させる総合的なリニューアル方策の検討に着手。

薄い鋼板（t=3.2mm）にモルタル等が充填
されており、腐食により欠損が生じると
第三者被害の懸念

主桁と階段桁の接合をフックから
ピン（又は剛結）への改良により
耐震性が飛躍的に向上する可能性

→現状復旧してもいずれ同様の状況に 33



現地研修

日付：平成30年9月20日

場所：国道298号金町高架橋

参加者：地方公共団体の職員等

※橋梁初級Ⅰは、点検要領に基づいた点検が
行える技術力の修得を目的とした研修

※橋梁初級Ⅱは、補修・補強の知識の習得も
含めた研修

○道路構造物管理実務者研修を開催、地方公共団体職員の受講を受け入れている。
○平成30年度は、橋梁初級Ⅰ、橋梁初級Ⅱ、トンネルの研修、計5回実施し、地方
公共団体からは201人の参加。

■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み
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■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

群馬県道路メンテナンス会議
橋梁点検等講習会
日付：平成30年8月2日
場所：群馬県高崎市矢中町
参加者：地方公共団体の職員等

栃木県道路メンテナンス会議
橋梁点検技術講習会
日 付：平成30年10月5日
場 所：犬伏橋（栃木県佐野市）
参加者：地方公共団体の職員等

○点検技術向上のため、各都県道路メンテナンス会議主催の講習会を開催。
○平成30年度は、関東地方整備局管内で41回実施、1537人の参加（国職員、学生等
含む）。
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■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

○地方公共団体の要請により、その地方公共団体が持つ技術力等に鑑みて支援が必
要なものに限り、地方整備局、国土技術政策総合研究所、（国開）土木研究所の
職員で構成する「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、技術的な助言を行う。

○関東地方整備局では、これまでに3橋の直轄診断を実施している。

大前橋（群馬県）
平成26年度

御鉾橋（群馬県）
平成29年度

秩父橋（埼玉県）
令和元年度
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■関東地整のメンテナンスサイクルへの取り組み

体制

・地方整備局（国道事務所）

・地方公共団体（都県、市町村）

・高速道路会社(NEXCO，首都高速道路等)

・道路公社

役割

１．研修・基準類の説明会等の調整

２．点検・修繕において、優先順位等の考え
方に該当する路線の選定・確認

３．点検・措置状況の集約･評価･公表

４．点検業務の発注支援(地域一括発注等)

５．技術的な相談対応 等

地方公共団体の取り組み事例の共有

○道路メンテナンス会議を通じて、地方公共
団体における老朽化対策の取り組み事例を
共有

＜取り組み事例＞

・点検･診断の高度化・効率化、補修計画
の適正化等のため、産学官の連携により、
点検･診断･措置情報を効率的に記録する
ことが出来るデータベースシステムの開
発･導入

・技術力の向上、点検費用の削減のため、
道路メンテナンス会議と市町村による合
同点検（直営点検）の実施

・県による市町村への橋梁補修工法等に関
する技術的助言を行う相談窓口の設置

○関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効
果的な老朽化対策の推進を図ることを目的に、平成26年度に関東地方整備局管内
の都県へ「道路メンテナンス会議」を設置。

○点検結果、一括発注および定期点検の講習会等の取組み状況について議論。
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①関東道路メンテナンスセンターの概要

②メンテナンスの技術に係わる所掌

③メンテナンスの技術に係わる研修

④メンテナンスデータの一元管理

⑤学識者，有識者等との連携
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H31年度新設
・防災室

・災害対策マネジメント室

H31年度新設

■関東地方整備局の組織
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・直轄管理国道における橋梁等の健全性の診断等

・劣化予測や修繕計画の最適化などアセットマネジメント
の検討・導入（メンテナンスデータの管理・分析等）

・修繕工事の技術的支援（事務所への助言）

・橋梁メンテナンスに関する技術研究開発

・地方公共団体管理施設の直轄診断、修繕代行

・地方公共団体の道路構造物保全に関する相談窓口

・地方公共団体職員等を対象とした研修・講習会

■関東道路メンテナンスセンターの概要

○急速に老朽化する社会資本の対策を強化するため、点検データ等を活かした、よ
り戦略的・効率的なメンテナンスを推進するための組織として、「道路メンテナ
ンスセンター」を設置。 ※平成３１年度は関東地整、中部地整へ設置。

○直轄国道における橋梁等の健全性の診断等を担当するほか、蓄積されたメンテナ
ンスデータの管理・分析による劣化予測や修繕計画の最適化、新技術の活用など
アセットマネジメントによる道路メンテナンスの高度化を推進。

○また、道路メンテナンスに係る地方公共団体支援として、施設の健全性の診断・
修繕の代行、高度な技術を要する道路構造物保全に関する相談への対応、地方公
共団体の職員等を対象とした研修についても担当。
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道路メンテナンスセンター長

保全企画係長

工 務 係 長

専 門 官 総 務 係 長

経 理 係 長

総 務 課 長技 術 課 長

総括構造物維持管理官

保 全 対 策 官保 全 対 策 官

■関東道路メンテナンスセンターの概要

○関東道路メンテナンスセンターは職員11名にて業務を遂行。

技術系職員 ８名

事務系職員 ３名

計１１名 42

関東道路
メンテナンスセンター

さいたま新都心
合同庁舎2号館7F

〒330-9724 
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館7F

TEL 048-600-1417 / FAX 048-600-1418

・ホームページ
http://www.ktr.mlit.go.jp/rd_mainte/

また，以下のサービスを準備中です．

・Facebook ・Twitter



■メンテナンスの技術に係わる所掌【直轄国道】

メンテナンスの技術に係わる技術相談の例

①点検に係わる技術相談 ②損傷に係わる技術相談

③状態に係わる技術相談

○国道事務所が管理する橋梁等のメンテナンスの技術に係わる相談を担当。

国道事務所

関東地方整備局

専門的技術支援者

国土技術政策総合研究所

土木研究所

有 識 者

道路管理課・道路保全企画室（道路構造保全官等）

関東道路
メンテナンスセンター

橋梁等の
不具合を確認！

報告・相談 報告・連携

相談
相談
調整
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No 国道事務所 主な技術相談の内容

1 東京国道 歩道橋のゲルバー部の腐食に係わる技術相談

2 北首都国道 斜張橋の点検手法に係わる技術相談

3 長野国道 トラス橋の格点部の劣化状況に係わる技術相談

4 高崎河川国道 鋼アーチ橋の縦桁の腐食とき裂に係わる技術相談

○国道事務所が管理する橋梁等のメンテナンスの技術に係わる相談を担当。
令和元年8月時点にて現在4件の技術相談が寄せられている。

■メンテナンスの技術に係わる所掌【直轄国道】
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■メンテナンスの技術に係わる所掌【直轄国道】

○直轄国道の技術相談された橋梁の例

鋼トラスの状態に係わる相談

斜張橋の点検に係わる相談
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■メンテナンスの技術に係わる所掌【直轄国道】

○国道事務所と連携した技術の品質を確保する体制の構築を目指す。

メンテナンスサイクル 整備局
事務所 関東

技術所長・副所長 管理第二課 出張所

点検・診断
（１年目）

点検
診断

予算要求
（２年目）

措置
補修設計
（３年目）

予算要求
（４年目）

補修工事
（５年目）

措置
記録

点検・診断
（６年目）

点検
診断

判断者
（幹部等）

事務所
実務者（係長等）

局・関技
実務者（係長等）

出張所
実務者（係長等）

課題：健全性の診断を効率化

課題：設計の品質確保

業務の偏重
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■メンテナンスの技術に係わる所掌【直轄国道】

○国道事務所と連携した技術の品質確保

定期点検の流れ 関東道路メンテナンスセンターの当面の係わり

点検

措置

措置方針
（対策・監視）の決定

定期点検

・診断判定会議の効率化

・特殊橋，特定の損傷の補修に

係わる設計のフォローアップ

診断

対策
の検討

解決する課題
・健全性の診断の効率化

解決する課題
・補修設計の品質確保
・業務の偏重の一部解消
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■メンテナンスデータの一元管理 【構想】

○蓄積したメンテナンスデータの一元的な管理と各システム及びデータとの連係。

関
東
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

連
携

データ統計・分析・考察

Ａ県の点検データ

Ｂ県の点検データ

Ｃ市の点検データ

Ｄ市の点検データ

ＭＩＣＨＩ

管理系データベース

災害系データベース

点群データ 等

デ
ー
タ
連
係※

Ａ
Ｐ
Ｉ

オープンデータに
よる産学との連携H16～定期点検データ

H16～第三者被害予防
その他の

メンテナンスに係わるデータ
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■メンテナンスの技術に係わる所掌【市区町村】

○地方公共団体（主に市区町村）への技術支援

メンテナンスの技術に係わる技術相談の例

①状態の評価に係わる技術相談 ②損傷に係わる技術相談

③その他の技術相談
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No 管理者 相談の内容

1 群馬県内の自治体 上路式RCアーチ橋の補修

2 群馬県内の自治体 点検、診断結果及び補修

3 東京都内の自治体 RC単純床版橋他の補修

4 千葉県内の自治体 塗装の塗り替えへの新技術の適用

5 茨城県内の自治体 支承の損傷状況に係わる

6 千葉県内の自治体
HTBの調達の国交省の対応
鋼単純H形鋼桁橋の補修

7 東京都内の自治体 線路に近接する橋梁防護柵の改良対応

○地方公共団体（主に市区町村）が管理する橋梁等のメンテナンスの技術に係わる
相談を担当。R1.8時点にて現在7件の技術相談が寄せられた。

■メンテナンスの技術に係わる所掌【市区町村】

50



■メンテナンスの技術に係わる所掌【市区町村】

○市区町村の技術相談された橋梁の例

損傷の状態に係わる相談

状態の評価に係わる相談
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■メンテナンスの技術に係わる研修

○橋梁の点検等に係わる技術研修

橋梁初級（Ⅰ）研修

個別依頼（西多摩地域行政圏協議会）
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■学識者，有識者との連携

○インフラメンテナンスに取り組まれている学識者、有識者の方々と積極的な交流
を図る。学識者、有識者は問わずに定期的に意見交換から具体な連携を目指す。

◆大学の立場から地方自治体への技術
支援等に積極的に取り組まれている
先生と意見交換

相手：東京大学 長井宏平 准教授

日時：令和元年6月10日

場所：関東道路メンテナンスセンター

今後は、積極的に学識者・有識者との交流を図るとともに、

職員の学・協会への参画等も検討する。

ついては産官学を跨いで幅広く交流を図り、情報収集に留ま

らずに具体な連携までを模索してまいりたい。
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■関東道路メンテナンス推進委員会

関東道路メンテナンス推進委員会 委員

○：委員長

金澤 文彦 土木研究所 橋梁構造研究グループ長

木村 嘉富 国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路構造物研究部長

白戸 真大 国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路構造物研究部 橋梁研究室長

関本 義秀 東京大学生産技術研究所 准教授

土橋 浩 首都高速道路株式会社 執行役員

松本 健 国土交通省 道路局 国道・技術課
道路メンテナンス企画室長

○村越 潤 首都大学東京 都市環境学部
都市基盤環境学科 教授

八尾 光洋 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画室長

（五十音順、敬称略）

（事務局）
国土交通省 関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター

○関東道路メンテナンスセンターの運営に際し、最新の技術動向やこれまでの知見
等を踏まえて、道路メンテナンスに関する施策や実施方針等へ助言・指導を受け
ることを目的に有識者、学識者にて構成した委員会を設置し開催した。

建設通信新聞 8/9(金)
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○今後、加速度的に増加する老朽インフラに対応するにあたり、メンテナンスのセ
カンドステージとして、以下の取り組みを実施。

平成29年国総研講演会 資料より

■メンテナンスのセカンドステージへ
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